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平成30年度県下統一標語 
  

～商工会法施行60周年記念～ 
 

   「明日の地域 

       築く我らの商工会」 

Ⅰ 中小・小規模企業の経営力強化への支援 

  「地域内事業所の振興により地域を活性化させる 

   ための取り組み」 

１．経営発達支援計画による小規模企業の持続的発展と 

  地域経済の活性化の推進 

 ・伊豆の国ブランド認定事業とアンテナショップの 

  継続及び推進 

 ・店舗紹介事業の推進 

 ・地域企業のアピール事業の推進(メディアの活用等) 

 ・高齢者生活支援事業の推進 

２．国、県の施策と連携した経営支援 

 ・専門家派遣等経営力向上、経営安定化への支援 

 ・経営計画策定等の伴走型支援 

３．創業・事業承継の支援 

 ・創業、経営革新指導体制の拡充 

 ・事業承継の啓発と個社支援、市と連携したと支援 

  体制の構築 

 ・ＢＣＰ「事業継続計画」策定支援 

 
 

 

       

   

 

～～平成30年度 伊豆の国市商工会通常総会開催～～ 

◆ 会長挨拶 

重点事業 

 初夏の候、ますますご清祥の事と存じます。商工会

におきましては、1期3年の任期が終了し新体制のスター

トを切ったところです。 

 我が国の経済は、緩やかな回復が見られるといわれて

おりますが、地方の小規模事業者にとりましては、人口

減に伴う働き手の不足、販路や売り上げの伸び悩み、原

材料や人件費の高騰などの経営課題に直面し、経済の好

循環が実感できない厳しい状況であります。 

 こうした状況下、国では、平成26年6月小規模企業基

本法の制定や小規模支援法を改正し、会員事業者の経営

計画を策定し推進することにより、小規模事業者の持続

的発展及び経営力の強化に努めています。県や近隣市町

でも、条例化が進み経営改善したい経営者や後継者を支

援するため、経営指導員の育成と、より活躍できる環境

づくりのために、市に対し条例制定をお願いしていま

す。制定後は、新条例を理念止まりにせず、具体策を望

むところです。 

 小規模事業者を取り巻く経済状況や情報通信技術の発

達、働き方改革等に対応していくためにも、商工会が小

規模事業者に寄り添いながら伴走型支援体制をこれまで

以上に充実させる必要があります。 

 伊豆の国市商工会では昨年8月に事業承継実態調査を

実施いたしました。  

会長 大沢 秀光 

経営発達支援計画を推進します 

～新体制での1年目を迎えて 

その結果を中小企業診断士の先生のもとで検証会を開

催いたしました。分析の結果、60・70歳代の経営者が

半数以上で、今後10年の間に経営者の半数が後継者未

定とのアンケート結果が出ています。この状況をたい

したことではないと見過ごすと廃業に至り、会員の大

幅な減少により組織力の弱体化を招くことになり、地

域経済が大きく衰退しかねない状況になってしまいま

すので、小規模事業者の経営力に活力を与える施策を

強力に実行するとともに、総合的な事業承継支援策を

喫緊に講じる必要があります。そして、ますます多様

化する会員に対しての支援サービスを充実するために

は、その担い手となる職員の人材がこれまで以上に重

要になってきます。 

 商工会、小規模企業を取り巻く経営環境は非常に厳

しいものがありますが、今日までその多くの困難を乗

り越えてきました。その原動力は、やはり地域に根ざ

し、地域を支えている小規模事業者であります。 

 商工会は、経営改善・地域振興そして社会福祉の増

進を目的としています。この使命と役割を果たすため

にこれからも、先頭に立って邁進してまいります。皆

様方には、より一層のご理解とご協力を賜りますよ

う、重ねてお願い致します。 

第8次 伊豆の国ブランド募集 
 現在第7次認定時点にて68事業所、168品を認定している『伊豆の国ブランド』は第8次認定品を募集します。  

 応募要件は①伊豆の国市内に事業所を有すること。②伊豆の国市商工会の会員であること。③各種法令に違反

していないこと。④伊豆の国市らしさのあるもの又は独自性のあるもの。以上の条件を満たしていれば、食品、

工業製品、工芸品、サービスなど、どんなものでも応募可能です。伊豆の国ブランドに認定されると下記のよう

なメリットが満載です。是非ご応募下さい。尚、1事業所の応募数の上限は廃止しました。 

認定会6月 

上旬開催予定 

・市内3カ所展開中のアンテナショップ『反射炉屋への出展が可能』 

・メディア等へのPR活動をサポート 

・企業間取引（B to B）をサポート 

・各種イベントや催事への出展情報の提供 

 平成29年度実績：約20件のイベントをご紹介 

○募集期間：平成30年4月1日～6月8日 

○申込料：無料（非会員は商工会加入が条件） 

○お問合せ先：伊豆の国市商工会 大仁支所 

 TEL  0558-76-3060 

 FAX  0558-76-0720 

 E-Mail izunokuni@dolphin.ocn.ne.jp 

    （土日祝日除く 8：30～17：00） 

その他販路の開拓

支援など特典満載 

Ⅱ 地域活性化事業の推進 

  「地域経済社会の維持に貢献する取り組み」 

・地域資源を活用した地域経済活性化の推進 

・韮山反射炉世界文化遺産に係る地域振興の推進 

・行政、地域関係団体との連携強化 

・農商工連携地域資源活用事業の推進 

Ⅲ 商工会組織・財政基盤の強化 

  「組織の活性化、自主財源を確保するための取り組み」 

 ・「企業訪問隊」による巡回訪問の実施 

 ・各部会活動の拡充、強化の推進 

 ・会員増強運動の推進 

 ・商工貯蓄共済及び全国商工会会員福祉共済の加入促進 

 ・新たな収益事業の研究 

Ⅳ 職員の意識改革と資質向上の推進 

「地区内事業者からの専門化・高度化する相談に 

 対応するための取り組み」 

 ・専門的資格取得の促進 

 ・提案型支援に対応するスキル強化の機会提供  

 ・人事評価による意識改革     

 〈
商
工
会
新
役
員
〉
☆
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
☆ 

 
 経営者の高齢化が進む中、事業承継は小規模事業者の大

きな課題となっています。また、廃業といった大きなリス

クを伴うこともご存知でしょうか？そんな皆様の悩みや不

安を取り除き、スムーズな事業承継に向け、当会では重点

事業として市や関係機関と連携し、皆様の事業承継（引

継）を支援します。お気軽にご相談ください。まずは事業

承継に必要なこと、廃業のリスクを知りましょう。 
 

テ  ー  マ 事業承継の準備と心構え（仮） 

日    程 7月24日(火)、9月20日(木) 19：00～ 

              ※両日とも同一内容。 

場    所 伊豆の国市商工会 本所 

問合せ・申込 伊豆の国市商工会 本所 
       TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740 

役職名 氏名 事業所名 

会  長 大沢 秀光 大沢電気㈱ 

副会長 川口 英昭 ㈱丸井住宅 

副会長 土屋 雄三 土屋建材㈱ 

理  事 小林 貞博 ㈲小林酒店 

理  事 林   光珠 ㈱アーク 

理  事 佐藤 正 佐藤商事㈱ 

理  事 深沢 久雄 ㈲福田屋商店 

理  事 石井 義明 石井米店㈲ 

理  事 西原 宏幸 ㈲佳月園 

理  事 水口 哲雄 ㈲メック 

理  事 芹沢 直輝 芹沢クリーニング 

理  事 竹村 淳一郎 ㈲竹村昇商店 

役職名 氏名 事業所名 

理 事 海老名 大 ㈲エビナ工業 

理 事 浅田 孝 アサダ印刷㈱ 

理 事 飯田 雄一 フォーミング工業㈱ 

理 事 加藤 光裕 ㈲伊豆プラ 

理 事 武田 友良 土屋モータース 

理 事 望月 良則 いさぶや印刷㈱ 

理 事 土屋 靖志 ㈱共進土建 

理 事 矢岸 明 建築ヤギシ 

理 事 石橋 守 ㈱石橋建築 

理 事 土田 哲 協和コンサルタント㈱ 

理 事 西島 常祥 ㈲西島建築設計工務 

理  事 和田 浩一 ㈲和田商事 任期：2018年～2020年 

役職名 氏名 事業所名 

理 事 稲村 浩宣 ㈱蔵屋鳴沢 

理 事 花房 孝光 ㈱はなぶさ旅館 

理 事 前田 泰宏 ㈱マエダ美化 

理 事 加藤 周二 だいちゃん 

理 事 内田 尚宏 内田事務所 

理 事 杉山 大一 ㈲ダンケ 

理 事 長舟 徹 ㈲長栄塗装工業 

理 事 土屋 洋美 土屋建設㈱ 

理 事 土屋 まり子 ティーズ・ツチヤ 

監 事 土屋 龍太郎 土屋建設㈱ 

監 事 秋田 辰彦 ㈲清水新聞店 

   平成30年8月～9月にかけて、これから創業をご検討中の

方、創業して間もない方に向けた伊豆の国創業塾を開催し

ます。（3日間のセミナー及び個別相談会を予定） 

「創業時に必要な知識」や「事業計画の作り方」等が学べ

る創業塾を開催します。創業者（これから創業・創業から

1年以内の方）向けの創業等支援事業費補助金の利用を検

討される方は、当セミナーの受講が必須となっております

ので是非ご参加下さい。 
 

 創業等支援事業費補助金とは…  
 

創業のためにかかる経費の内、該当する費目について、 

金額の2分の1（上限50万まで）を補助する補助金です。 

（詳細は後日ご案内いたします） 
 

【問合せ先】 伊豆の国市商工会 本所 TEL055-949-3090  

   創業・事業承継ワンストップ窓口の開設     伊豆の国市商工会では、重点事業である創業支援 

 及び事業承継支援を、伊豆の国市・金融機関等の支援機関と連携し、経営相談窓口の一本化に向けた 

 ワンストップ窓口の設置や、各団体との情報共有を図ることで、管内事業所の状況や課題に応じた事業 

 計画の作成支援や販路開拓支援を行い、経営課題の解決をサポートしていきます。 



 商工会青年部通常総会  青年部長 長舟 徹 氏 【㈲長栄塗装工業：伊豆の国市北江間】 

 青年部新役員(敬称略) 

【部 長】長舟 徹 ㈲長栄塗装工業  

【副部長(県青連)】尾沢 勇紀 伊豆中央法律事務所  

【副部長】木下 道治 ベストライフ総合保険  

【副部長】西山 充哉 西山仮設工業 

【会 計】秋田 豊 ㈲清水新聞店 

【常任委員(まちおこし)正】織茂 大吾 ㈲オリモ 

【 〃 (まちおこし)副】塩崎 貴文 waiwai 

【 〃 (担い手強化･正)】土屋 ゆみ子 土屋建設㈱ 

【 〃 (担い手強化･副)】井川 弘二郎 一二三鮎屋 

【 〃 (総務・広報･正)】大沢 真彦 大沢電気㈱ 

【 〃 (総務・広報･副)】伊藤 來 ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ 

【監 事】村越 英明 POMODORO  

 伊豆の国市商工会青年部は去る4月15日(日)、平成30

年度通常総会をサンバレー富士見にて開催しました。 

議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、部長は前

年度に引き続き長舟徹氏が継続で選任されました。ま

た、30年度事業計画では継続事業である「ぬえ左衛門

事業」「いずのくに親善大使事業」を実施の他、研修

事業の積極的な実施による部員の資質向上に重点を置

いた事業計画についても説明がされ、その他議案も

すべて承認されました。 

 また、優良部員として西山充哉氏（㈱西山仮設工

業)が表彰され、いずのくに親善大使を代表し、小林めぐみさんから挨

拶が行われました。  

長舟 徹 青年部長 

 

 

 

 

 

   

リフォーム・新築をお考えの方へ！ ～住宅新築及びリフォーム助成金が支給されます～ 
☆☆20万円以上の工事・リフォームに助成金が出ます☆☆ （伊豆の国市内に建っている、または建築予定の住宅に限る） 

 

☆商工会青年部は随時部員を募集しています。詳しくは商工会事務局まで 055-949-3090 

平成30年度伊豆の国市商工会女性部通常総会開催  

～新女性部長に土屋建設株式会社・土屋洋美さんを選出！～ 

～「元気・きれい」をテーマに講習会を企画。おもてなし交流事業も継続～ 

 4月25日(水)に、小野伊豆の国市長、天野市議会議長、大沢商工会長を来

賓に迎え、総会を開催。任期満了に伴い、新女性部長に土屋建設株式会

社・土屋洋美さんが選出されました。挨拶の中で、土屋新部長は、「今年

度もおもてなし交流事業を女性部事業の重点とする」「元気ときれいを

テーマに講習会等を展開する」「地域に根差した活動として、韮山反射炉

入口の花壇を整備する」ことや、2020年の東京オリンピックでは伊豆地区

が大きな転換期になりうるため、期待を込めておもてなし事業や環境整備

活動に力をそそいでいきたいと、今年度の豊富も込めて女性部員の前で今

年度の事業提案をしました。 

 橋本 真理子 前女性部長 

☆商工会女性部にはいつでも加入できます。一緒に活動しませんか。詳しくは事務局まで 055-949-3090 

土屋 洋美 新女性部長 

 ＜費用助成金あり＞商工会の専門家派遣事業（小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業）のご紹介                                       

 小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業とは、小規模事業者の問題解消のために専門知識・技術を有する専門家を 

派遣し、指導・助言を行う制度です。商工会の経営指導員と専門家とで支援します。 
＜ご利用できる方＞静岡県内商工会地域の小規模事業者及び創業予定者 

   ○商業・サービス業・・・従業員５名以下   建設業・製造業・・・・従業員２０名以下 

＜内容＞○相談費用        専門家に支払う謝金及び旅費の３分の１が相談者負担（１回１万円から１万５千円程度） 

                      ※1回目の相談費用に限り、商工会より1万円の助成金が出ます。 

      ○相談回数        １企業につき１テーマ2～１０回まで（相談内容により異なります） 

      ○経験豊富な専門家  中小企業診断士・公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・ITコーディネータ・デザイナー等 

      ○相談内容の一例    「店舗レイアウトを一新したい」「商品の外装箱のデザインを一緒に考えてほしい」「ネットでの  

                販売を伸ばしたい」「観光客に来店してもらえるような外装にしたい」等、様々な相談に対応しま   

                す。上記内容以外のご相談も受け付けております。 

                詳しくは、伊豆の国市商工会（TEL 055-949-3090）にお問合せ下さい。 

  中小企業・小規模事業者のための経営相談所。～企業のお悩みを何でも相談できます～ 

相談無料 

 よろず支援拠点は、地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応するため、平成

26年から、全国の都道府県に設置された国の機関です。この度、伊豆の国市及び周辺市町の中小企業・小規模事業者に対して、

より手厚く、きめ細やかな支援を実施するため、伊豆の国市商工会にサテライト相談窓口を設置します。 

相談日程  6月以降の相談日程は下記の通りです。 ●相談をご希望される方は事前に、伊豆の国市 

   商工会までお申込下さい。予約制です。 

●相談時間は、下記の通りです。（1時間単位） 

  ①  9：00～10：00  ②10：30～11：30  

  ③13：00～14：00     ④14：30～15：30 

  ⑤16：00～17：00 

日 時：6月27日（水）・7月25日（水） 
場 所：伊豆の国市商工会（四日町290）   

●問合せ・申込先 ※土日祝日を除く 

  伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090  

  

所 在 地  
静岡県静岡市葵区呉服町1-7 静岡伊勢丹 地下１階  

「ふるさと村（県産品販売コーナー）隣」 

開 設 期 間  平成2９年３月２２日 ～ 平成３１年３月３１日 

営 業 日 時  
営 業 日：静岡伊勢丹の営業日時に準ずる 

営業時間：10：０0 ～ 19：０0 

取 引 条 件  消化仕入による委託販売 

商 品 選 定  
店舗運営管理者との事前面談により商品等を確認の上、 

出品の可否を決定 ※詳細は別に記載のとおり 

取 扱 商 品  本県特産品としてふさわしい食品・飲料等 

出品申込・問合せ先：伊豆の国市商工会 大仁支所 

TEL 0558-76-3060 FAX 0558-76-0720  大沢 秀光 商工会長 

◎毎月第2金曜日 

〈18：00～20：30〉 

◎場所  

伊豆の国市商工会〈伊豆長岡支所〉 

✔家の新築 

✔屋根や外壁の塗装 

✔エアコンの取付 

✔オール電化 

✔浴室、トイレをリフォーム   

         ・・・その他何でも 

商工会建設部会の専門指

導員が増改築の費用、工事

規模、工期などについての

ご相談に応じます。 

【お問合せ】伊豆長岡支所 

 TEL 055-948-5333 

※注 助成金を受けるには…工事着工前に商工会に申請し、補助金決定後に着工することが条件です。 

【助成金額】 ※20万円以上の工事が対象 

・対象工事金額の15%(1,000円以下切捨て) 

・新築：最高40万円まで リフォーム：最高20万円まで 

・市内で利用できる商品券で全額支給 

【助成対象住宅】 

①市民が新たに建設する専用住宅 又は現に所有している   

  専用住宅。 

②市民が新たに建設する併用住宅又は現に居住している  

    併用住宅のうち、自己の居住用に供する部分。 
③新たに建設する専用住宅、併用住宅については、 

   登録施工業者が建築した建売住宅も可とする。 

   ただし、当該年度内に買主が申請し、当該年度内に 

   着工かつ完了報告したものに限る。  
④建売に関しては、申請時に着工時期が確認できる書類 

   （着工時の日付入り写真、日付入りの黒板の写った現場 

  写真等）  

【助成対象者】 

①市税等を滞納していない伊豆の国市民。 

②既に助成事業による助成金を支給されていない者。 

  （平成24・25・26・27・28・29年度受給者を含む） 

③市内登録業者を利用して自己の所有する住宅に関して  

  の工事を行う者。④同一世帯1回限りとする。 

【助成対象工事】 

市民が登録施工業者に発注する経費20万円以上 

(税込)の新築・増改築・修繕などのリフォーム工事。 

【助成の対象にならない工事の一例】 

①造園、門扉、堀又は外溝の工事。 

②電気機器単品での更新 

 （例：エアコン(埋め込み型除く)・テレビ・冷蔵庫・洗濯機       

    など。移動・取り外し可能な機器） 

③住宅とは別棟の倉庫、車庫等の工事。増改築 

   リフォームを伴わない解体工事。下水道・浄化槽工事。 

④その他審査会にて認められないもの。 

【申請方法・申請先】 

・伊豆の国市商工会が申請を受け付け、審査や助成金 

 支給を行います。 ※4月1日より受付中（土日祝除く） 

【お問合せ・受付窓口】 ※土日祝日を除く 
・伊豆の国市商工会本所 (伊豆の国市四日町290)  

 TEL：055-949-3090 FAX：055-949-2740  

 ホームページ：http://www.izunokuni.org/ 

 この度、経済産業省にて商工会及び商工会議所による

小規模事業者の支援に関する法律に基づく経営発達支援

計画の第５回認定審査が行われ、伊豆の国市商工会の第

２期経営発達支援計画（期間：平成30年4月1日～平成35

年3月31日/5年間）が認定されました。第１期（平成27年

4月1日～平成30年3月31日/3年間）に引き続き認定支援機

関として支援計画を実施致します。 

〈経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁 ホ ー ム ペ ー ジ に 公 開〉     
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/ 

本 会HPに ホ ー ム ペ ー ジ に 報 告

http://www.izunokuni.org/ 

去る平成30年3月29日、伊豆の国市商工会にて、中小企業診

断士･北川裕章氏、伊豆の国市経済環境部長･岡本勉氏を招

き、平成29年度の経営発達支援計画の実績についてＰＤＣＡ（計

画、実行、確認、行動）サイクルに基づき検証会を行いました。実

施結果は下記の通り本会HPをご覧ください。        

 

◆平成30年3月16日、『第2期伊豆の国市商工会経営発達支援計画』が経済産業大臣に認定されました◆ 

経営発達支援計画検証会報告 

  ※次回検証会は10月に実施する予定です。 

 (平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日) 

助成金の対象条件の一部を下記に記載します。これ以外の規定や、登録施工業者の一覧は商工会ホームページをご覧

いただくか、お問合せ下さい。 
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